越生町住宅等防犯対策補助金交付要綱

（目的）
第１条　この要綱は、町内の戸建住宅及び共同住宅（以下「住宅等」という。）において防犯対策を行った者に対し、越生町住宅等防犯対策補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内において交付することにより、防犯対策を推進し、犯罪被害を未然に防止することを目的とする。
（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
（１）　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により、越生町の住民基本台帳に世帯主として記録されている者であること。
（２）　次条各号に掲げる補助対象事業を行った者であること。
（３）　申請日時点で町税の滞納が無い者。また、同一世帯内に町税を滞納している者がいないこと。
（４）　同一世帯内に越生町暴力団排除条例（平成２４年条例第２４号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
（５）　住宅の売買を目的として補助対象事業を行う者でないこと。
（補助対象事業）
第３条　補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる防犯対策とする。
（１）　防犯カメラの購入及び設置
（２）　屋外人感センサーライトの購入及び設置
（３）　モニター付きインターホンの購入及び設置
（４）　センサーアラームの購入及び設置
（５）　防犯フィルムの購入及び設置
（６）　防犯ガラスの購入及び設置
（７）　防犯錠の購入及び設置
（８）　防犯砂利の購入及び散布
（９）　面格子の購入及び設置
（１０）　詐欺被害防止電話機器の購入及び設置
（１１）　その他町長が認めるもの
（補助対象経費）
第４条　補助金の交付の対象となる経費（次条において「補助対象経費」という。）は、令和８年４月１日以降に購入及び設置した前条各号に規定する防犯対策に要する費用（消費税及び地方消費税を含む。）とする。ただし、配送料、手数料その他用品に係る費用を除くものとする。
（補助金の額及び交付回数）
第５条　補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、２００，０００円を限度とする。ただし、その額に１００円未満の端数が生じた
ときは、その額を切り捨てることとする。
２　補助金の交付回数は、１つの住宅につき１回とする。
３　前項の規定にかかわらず、同一敷地内に複数の住宅が存する場合においては、当該敷地内に対して１回とする。ただし、住宅の使用者が異なるときの補助金の交付回数は、使用者ごとにそれぞれ１回とする。
（交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、第３条各号に規定する防犯対策に係る器具等を購入し、越生町住宅等防犯対策補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添て、やむを得ない事情があると町長が認める場合を除き、令和９年２月２８日までに、町長に提出しなければならない。
（１）  補助対象事業の内容、設置年月日又は購入年月日、領収金額、領 収年月日、購入した業者名又は設置した業者名が記載された領収書 その他の書類又はその写し
（２）　補助対象事業の内容が分かる写真
（３）　その他町長が必要と認めるもの
　（交付決定等）
第７条　町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、越生町住宅等防犯対策補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
（補助金の交付）
第８条　町長は、前条による申請において交付決定をした者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
（交付決定の取消し）
第９条　町長は、第７条の規定による交付決定通知を受けた者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。
２　町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、越生町住宅等
防犯対策補助金交付決定取消（変更）通知書（様式第３号）により申請者
に対し通知するものとする。
（遵守事項）
第１０条　町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合に
おいて、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し越生町住宅等
防犯対策補助金返還命令書（様式第４号）により期限を定めて返還させる ことができる。
（その他）
[bookmark: _GoBack]第１１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。
　（この要綱の失効）
２　この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。
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様式第１号（第６条関係）

越生町住宅等防犯対策補助金交付申請書兼請求書

年　　月　　日
（あて先）越生町長　
申請者　住　　所
氏　　名　　　　　　　印
電話番号

　越生町住宅等防犯対策補助金の交付を次のとおり申請します。
なお、補助金の交付申請にあたり、誓約事項を遵守するとともに審査のため住民登録情報及び同一世帯内の町税等の滞納状況資料を閲覧することに同意します。
	防犯対策の内容
	· 防犯カメラ（自宅撮影用）　　　　□　防犯ガラス

	
	· 人感センサーライト　　　　　　　□　防犯錠

	
	· モニター付きインターホン　　　　□　防犯砂利

	
	· センサーアラーム　　　　　　　　□　面格子

	
	· 防犯フィルム　　　　　　　　　　□　詐欺被害防止電話機器

	
	· その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	メーカー及び品番
	１
	□業者設置□自己設置

	
	２
	□業者設置□自己設置

	
	３
	□業者設置□自己設置

	建物の所有区分
	□自己所有　□借家

	補助金申請額
	購入･設置費合計(税込)　　　　　　　　円　×1/2 ＝ 　　　　  　　円

補助金交付申請額　＝　 　  　　　　　円(100円未満の端数は切り捨て)


事務局使用欄住所・生年月日確認
□マイナンバーカード　□免許証　□保険証　□その他（　　　　　　　　　）
確認欄
□取扱説明書・保険証　□レシート等　□外観・設置写真　□通帳等
借家　　　　　　　　
□借家（契約書、公共料金領収書等）








　振　込　先
	金融機関名
	銀行・農協・労働組合
信用組合・信用金庫
	支店名
	本店・支店
出張所・支所

	預金種別
	普通　・　当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義
	






誓約事項
【共通】
□　申請する者は、越生町の住民基本台帳に世帯主として記録された住所に
現在居住しています。
□　申請する者は、現在居住する住宅に防犯対策補助金対象を購入、設置し
ています。
□　申請する者は、過去にこの補助金の交付を受けていません。
□　購入、設置した防犯カメラ及び屋外人感センサーライトは新品であり、
転売、譲渡、住宅の売買等を目的とした購入ではありません。
□　偽りその他不正の手段により補助金交付を受けた場合、補助金を返還し
ます。
□　越生町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは
暴力団員と密接な関係を有する者ではありません。

【防犯カメラ設置の場合】
□　撮影範囲は住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意
しています。
ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の物の所有者又は使用者から同意を得ています。

【屋外人感センサーライト設置の場合】
□　照明の明かりが影響する範囲は所有者の敷地の範囲内であり、近隣住民
等への影響について留意しています。
ただし、やむを得ず敷地外に明かりの影響が及ぶ場合には、明かりの影響がある住宅その他の物の所有者又は使用者から同意を得ています。

【借家の場合】
□　住宅へ防犯カメラ又は屋外人感センサーライトを設置することについ
て、所有者から同意を得ています。







様式第２号（第７条関係）
第　　　号
年　　月　　日

様　


越生町長　新井康之


越生町住宅等防犯対策補助金交付（不交付）決定通知書

年　　月　　日付けで申請のあった越生町住宅等防犯対策補助金の交付申請については、次のとおり決定したので、越生町住宅等防犯対策補助金交付要綱第７条の規定により通知します。

１　交付決定
　　　補助金交付額　　　　　　　　　　　円

２　不交付決定
　（理由）




様式第３号（第９条関係）
第　　　号
年　　月　　日

様　


越生町長　新井康之


越生町住宅等防犯対策補助金交付決定取消（変更）通知書

年　　月　　日付けで交付決定した越生町住宅等防犯対策補助金について、越生町住宅等防犯対策補助金交付要綱第９条第２項の規定により次のとおり取消したので通知する。









様式第４号（第１０条関係）

第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

越生町長　新井康之　　　　　　　　　　　　



越生町住宅等防犯対策補助金返還命令書


年　　月　　日付けで通知した越生町住宅等防犯対策補助金について、下記のとおり補助金の返還を命じるので、越生町住宅等防犯対策補助金交付要綱第１０条の規定により通知します。


記


１　返還額　　　　　　　　　　　　円

２　返還を命じる理由

３　返還期限　　　　　年　　月　　日まで
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